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内
線

ま
ご
し
温
泉
の
休
業

　

泉
源
深
井
戸
ポ
ン
プ
交
換
作
業
の
た
め
、

ま
ご
し
温
泉
は
、
次
の
期
間
休
業
し
ま
す
。

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
の

ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

期　
　

間

５
月
27
日
(月
)
〜
29
日
(水
)

問
い
合
わ
せ
先

長
寿
介
護
課
高
齢
福
祉
係

１
２
２
４

医
師
に
よ
る
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

　

精
神
科
医
師
が
こ
こ
ろ
の
悩
み
に
つ
い

て
相
談
に
応
じ
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。
相
談
は
無
料
で
、
事
前
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

日　
　

時　

６
月
14
日
(
金
)

　
　
　
　
　

14
時
〜
16
時

場　
　

所　

大
口
保
健
所

申
込
方
法

　

６
月
10
日
(
月
)
ま
で

に
電
話
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

大
口
保
健
所
保
健
係
(
担
当
:
南
谷
)

☎
０
９
９
５
(
２
３
)
５
１
０
３

物価高騰対応重点支援事業

【子育て世帯給付金】

申請方法

　対象世帯に申請書を送付します。記載内容に誤りが

ないか確認後、必要事項を記入し、必要書類を添えて、

同封の返信用封筒で返信してください。

※ご指定の口座への振り込みは、２～３週間程度かか

　ります。

提出期限　６月28日（金）

　基準日（令和５年 12 月１日）

において本市の住民基本台帳に登

録されている、平成 17 年４月２

日生まれ以降の児童がいる課税世

帯（均等割のみ課税世帯を除く）

※上記基準日において、本市の住

　民基本台帳に登録のない、市外

　の学校に在学していた児童は対

　象とします。

対象世帯

問い合わせ先　企画政策課政策調整係　　　１１２３・１１２５内線

時

　

大
口
保
健
所

(
月
)
ま
で

　物価高騰の影響を踏まえ、国から交付される物価高

騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、伊佐市

にお住まいの 課税世帯（均等割のみ課税世帯を
除く）の18歳以下の児童１人につき２万円
を支給します。
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里
親
制
度
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

内
線

　

里
親
制
度
は
、
す
こ
や
か
な
育
ち
の
場

を
必
要
と
す
る
〝
子
ど
も
の
た
め
〟
の
制

度
で
す
。
里
親
に
興
味
の
あ
る
人
は
も
ち

ろ
ん
、
ど
な
た
で
も
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

申
し
込
み
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
み
な
さ

ま
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

里
親
と
は

　

親
の
死
亡
、
長
期
の
入
院
、
経
済
的
な

理
由
、
虐
待
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に

よ
り
家
族
と
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
子

ど
も
を
自
ら
の
家
庭
に
迎
え
入
れ
、
温
か

い
愛
情
と
正
し
い
理
解
で
養
育
す
る
人
の

こ
と
で
す
。

養
育
対
象

　

０
歳
〜
18
歳
(
20
歳
ま
で
延
長
可
能
)

養
育
期
間　

数
か
月
〜
数
年

本
県
の
現
状
(
令
和
４
年
３
月
31
日
現
在
)

　

社
会
的
養
護
(
乳
児
院
や
児
童
養
護
施

設
等
へ
の
入
所
お
よ
び
里
親
へ
の
委
託
)
が

必
要
な
子
ど
も
が
６
８
１
人
。
こ
の
う
ち

79
人
が
里
親
に
よ
っ
て
養
育
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
ま
だ
ま
だ
里
親
が
足
り
て
い
な
い

状
況
で
す
。
で
き
る
限
り
家
庭
的
な
養
育

環
境
の
中
で
、
特
定
の
大
人
と
の
継
続
的

で
安
定
し
た
愛
着
関
係
の
も
と
、
子
ど
も

の
健
や
か
な
成
長
を
支
え
て
い
く
た
め
に
、

た
く
さ
ん
の
里
親
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

こ
ど
も
課
こ
ど
も
相
談
係

１
２
１
５

県
北
部
児
童
相
談
所

☎
０
９
９
６
(
２
１
)
３
１
５
０

児
童
養
護
施
設
大
村
報
徳
学
園
(
里
親
支

援
専
門
相
談
員
:
増
田
)

☎
０
９
９
６
(
５
５
)
０
０
３
４

日　
　

時　

６
月
21
日
(
金
)

　
　
　
　
　

18
時
〜
20
時

場　
　

所　

ま
ご
し
館
大
会
議
室

内　
　

容

①
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
よ
る
紹
介
(
10
分
)　

②
制
度
説
明
(
40
分
)　

③
個
別
相
談
(
60
分
:
希
望
者
の
み
)

◆

里
親
制
度
説
明
会

　

九
州
電
力
㈱
大
塚
発
電
所
(
人
吉
市
東

大
塚
)
の
機
器
更
新
工
事
の
た
め
、
人
吉

方
面
の
国
道
２
６
７
号
の
一
部
区
間
が
全

面
通
行
止
め
に
な
り
ま
す
(
左
記
図
)。

日　
　

時　

５
月
26
日

(日
)
22
時
〜

　
　
　
　
　

５
月
27
日
(
月
)
５
時

※
天
候
不
良
等
に
よ
り
１
週
間
後
の
同
時

　

刻
に
延
期
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

※
規
制
看
板
及
び
誘
導
員
を
配
置
し
ま
す
。

　

通
行
の
際
は
開
放
時
間
ま
で
お
待
ち
い

　

た
だ
く
か
、
国
道
２
６
８
号
宮
崎
県
え

　

び
の
市
へ
の
迂
回
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

正
興
電
気
建
設
㈱

☎
０
９
２
(
５
１
１
)
５
１
０
１

人
吉
市
方
面
国
道
２
６
７
号

一
部
区
間
全
面
通
行
止
め

久七トンネル

◎
伊佐市役所大口庁舎

み
な
さ
ま
に
は
ご
不
便
を
お

か
け
し
ま
す
が
︑
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
︒

お
口
元
気
歯
ッ
ピ
ー
健
診

　

鹿
児
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

で
は
、
今
年
度
に
76
歳
、
78
歳
、
80
歳
の

誕
生
日
を
迎
え
ら
れ
る
後
期
高
齢
者
医
療

の
被
保
険
者
を
対
象
に
、
口
腔
健
診
(
お

口
元
気
歯
ッ
ピ
ー
健
診
)
を
実
施
し
ま
す
。

　

お
口
の
健
康
を
保
つ
こ
と
は
、
全
身
の

健
康
を
維
持
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

こ
の
健
診
は
、
む
し
歯
や
歯
周
病
だ
け
で

な
く
、
お
口
の
機
能
の
チ
ェ
ッ
ク
、
肺
炎

予
防
な
ど
を
目
的
に
実
施
し
ま
す
の
で
、

歯
科
治
療
中
の
人
や
義
歯(
入
れ
歯
な
ど
)

を
使
用
中
の
人
も
受
診
い
た
だ
け
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
６
月
１
日
以
降
に
到
着
す

る
よ
う
に
受
診
券(
オ
レ
ン
ジ
色
の
封
筒
)

を
お
送
り
し
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
県
内
の

歯
科
医
療
機
関
へ
受
診
可
能
か
問
い
合
わ

せ
、
予
約
の
う
え
、
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

健
診
期
間　

６
月
１
日
(
土
)

　
　
　
　
　

〜
令
和
７
年
１
月
31
日
(
金
)

健

診

料　

無
料

対

象

者

　

今
年
度
に
次
の
年
齢
の
誕
生
日
を
迎
え

ら
れ
る
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

〇
76
歳
(
昭
和
23
年
４
月
１
日
〜

　
　
　
　

昭
和
24
年
３
月
31
日
生
ま
れ
)

〇
78
歳
(
昭
和
21
年
４
月
１
日
〜

　
　
　
　

昭
和
22
年
３
月
31
日
生
ま
れ
)

〇
80
歳
(
昭
和
19
年
４
月
１
日
〜

　
　
　
　

昭
和
20
年
３
月
31
日
生
ま
れ
)

問
い
合
わ
せ
先

鹿
児
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
業

務
課
保
健
事
業
班

☎
０
９
９
(
２
０
６
)
１
３
２
９

(
金
)

６
月
３
日
(
月
)
〜
７
月
10
日
(
水
)

は
労
働
保
険
の
年
度
更
新
期
間
で
す

　

期
間
内
の
申
告
・
保
険
料
納
付
を
お
願

い
し
ま
す
(
４
月
か
ら
労
災
保
険
料
率
と

労
務
費
率
が
一
部
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
)。

　

ｅ
―

Ｇ
ｏ
ｖ
か
ら
、
電
子
申
請
に
よ
る

申
告
も
可
能
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

鹿
児
島
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

☎
０
９
９
(
２
２
３
)
８
２
７
６
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募
　
　
集

日
本
舞
踊
講
座

受
講
生
募
集

　

菱
刈
人
権
文
化
セ
ン
タ
ー
で
日
本
舞
踊

講
座
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

講
座
日
程　

毎
週
木
曜
日
(
月
３
回
)

　
　
　
　
　

９
時
30
分
〜
10
時
30
分

受

講

料　

無
料

定　
　

員

10
人

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

菱
刈
人
権
文
化
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
９
５
(
２
６
)
４
１
８
５

県有地未利用財産情報

　県では、現在未利用で利用計画のない県有地等に係る情報を

県ホームページ（https://www.pref.kagoshima.jp/ab06/ken

sei/nyusatu/zaisan/bukenholder/h3103miriyouzaisanjyoho.

html）に掲載しています。

令
和
６
年
度
危
険
物
取
扱
者
保
安
講

習
(
法
定
講
習
)

受
講
対
象
者

　

危
険
物
取
扱
者
免
状
を
所
持
し
、
現
に

危
険
物
取
扱
作
業
に
従
事
し
て
お
り
、
次

に
該
当
す
る
人
は
、
保
安
講
習
の
受
講
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑴
継
続
し
て
危
険
物
取
扱
作
業
に
従
事
し

　

て
い
る
人
(
前
回
の
講
習
受
講
後
、
最

　

初
の
４
月
１
日
か
ら
３
年
以
内
)。

⑵
新
た
に
ま
た
は
再
び
従
事
す
る
人
は
、

　

従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
１
年

　

以
内
。
た
だ
し
、
次
の
⑶
に
該
当
す
る

　

人
は
、
⑶
に
よ
る
。

⑶
新
た
に
ま
た
は
再
び
従
事
す
る
人
で
、

　

過
去
２
年
以
内
に
免
状
の
交
付
ま
た
は

　

講
習
を
受
け
て
い
る
人
は
、
免
状
の
交

　

付
ま
た
は
受
講
後
、
最
初
の
４
月
１
日

　

か
ら
３
年
以
内
。

講
習
の
種
別

⑴
給
油
取
扱
所
に
お
い
て
、
危
険
物
の
取

　

扱
作
業
に
従
事
す
る
危
険
物
取
扱
者
。

⑵
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
関
係
者
以
外
の
危

　

険
物
施
設
に
お
い
て
、
危
険
物
の
取
扱

　

作
業
に
従
事
す
る
危
険
物
取
扱
者
。

講
習
日
時　

７
月
25
日
(
木
)

　

受
付
時
間
９
時
〜
９
時
30
分

　

講
習
時
間
９
時
30
分
〜
12
時
30
分

講
習
場
所　

伊
佐
市
文
化
会
館
小
ホ
ー
ル

保
安
講
習
案
内
お
よ
び
受
講
申
請
書
が
置

い
て
あ
る
場
所

○
一
般
社
団
法
人
鹿
児
島
県
危
険
物
安
全

　

協
会

○
伊
佐
湧
水
消
防
組
合
消
防
本
部
予
防
課

　

危
険
物
係
(
南
消
防
署
・
菱
刈
分
遣
所
・

　

吉
松
分
遣
所
)

受
講
手
数
料

　

危
険
物
保
安
講
習
受
講
申
請
書
の
手
数

料
欄
に
５
、
３
０
０
円
分
の
鹿
児
島
県
収

入
証
紙
を
貼
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

※
収
入
印
紙
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

申
込
方
法

　

鹿
児
島
県
危
険
物
安
全
協
会
へ
持
参(
土

日
・
祝
日
を
除
く
)
ま
た
は
封
書
に
て
郵

送
(
21
日
消
印
有
効
)
し
て
く
だ
さ
い
。

※
伊
佐
湧
水
危
険
物
安
全
協
会
で
は
、
受

　

付
で
き
ま
せ
ん
。

受
付
期
間　

６
月
３
日(
月
)〜
21
日
(金
)

No 財産の名称 種類 （地目） 面積（㎡） 市町村

１ 若駒学園職員寮跡地  土地（学校用地等） 34,167 霧島市

２ 旧牧園高校教職員住宅  土地・建物（宅地） 497 霧島市

３ 職員公舎（庁舎横）  土地・建物（宅地） 840 伊佐市

４  姶良・伊佐地城振興局
 旧職員寮（大口） 

 土地・建物（宅地） 564 伊佐市

５  大口高校教職員住宅  土地・建物（宅地） 899 伊佐市

６  大口高校教職員住宅  土地・建物（宅地） 1,831 伊佐市

７  大口高校教職員住宅  土地・建物（宅地） 280 伊佐市

８  大口高校教職員住宅  土地・建物（宅地） 394 伊佐市

９ 伊佐農林高校教職員住宅  土地・建物（宅地） 470 伊佐市

10  楠原中継所跡地
（テレメータ雨量局中継所）

 土地・建物（雑種地） 59 姶良市

11 蒲生高校教職員住宅  土地・建物（宅地） 199 姶良市

●未利用財産一覧（姶良・伊佐地域振興局）

そ
の
他
の
注
意
事
項

　

危
険
物
取
扱
者
免
状
は
、
交
付
日
ま
た

は
写
真
書
換
日
か
ら
10
年
以
内
ご
と
に
写

真
の
書
換
が
必
要
で
す
。
書
換
期
限
が
過

ぎ
て
い
る
と
、
原
則
受
講
日
ま
で
に
書
換

を
済
ま
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
早
め

の
書
換
手
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

受
講
申
請
書
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

〒
８
９
０
―
０
０
６
４

鹿
児
島
市
鴨
池
新
町
５
番
19
号

鹿
児
島
県
石
油
会
館
３
階

一
般
社
団
法
人
鹿
児
島
県
危
険
物
安
全
協

会　
　

☎
０
９
９
(
２
５
７
)
５
２
０
０

問い合わせ先　姶良・伊佐地域振興局総務企画部総務企画課

　　　　　　　☎０９９５－６３－８１０５（担当：東）

　

菱
刈
人
権
文
化
セ
ン
タ
ー
で
日
本
舞
踊
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伊佐市からのお知らせ伊佐市役所代表電話　☎２３－１３１１ （内線番号をお伝えください。 担当係におつなぎします。）

令和６年度から 森林環境税（国税）が 導入されます

●森林環境税　　とは
　令和６年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に

対して、森林環境税が課税されることとなりました。

　森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

●令和６年度以降の個人市・県民税均等割と森林環境税の税率について
　個人市・県民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成 26 年度から

令和５年度の 10 年間、臨時的に年額 1,000 円（市 500 円、県 500 円）が加算されています。

　令和６年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税（年額 1,000 円）が導入され、個人市・

県民税均等割と併せて市が賦課徴収することとなります。

※所得割が課税となる人については、上記の合計額に所得割額が加算されます。

※伊佐市においては、個人市・県民税の均等割額が非課税となる人（下記に該当する人）については、

　森林環境税は課税されません。

　・・生活保護法による生活扶助を受けている人

　・・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が 135 万円以下の人

　・・前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人

　　28 万円 ×（本人 ＋ 同一生計配偶者 ＋ 扶養親族）＋ 10 万円 ＋ 16 万８千円

　　※ 16 万８千円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算されます。

　　　同一生計配偶者または扶養親族がいない本人だけの場合は、加算はありませんので 38 万円以

　　　下の人となります。

令和５年度まで 令和６年度から
市民税均等割 3,500 円 3,000 円

　うち東日本大震災関連 　　500 円 ―
県民税均等割 2,000 円 1,500 円　　　（みんなの森づくり県民税 500 円含む）

　うち東日本大震災関連 　　500 円 ―
森林環境税（国税） ― 1,000 円

合　　計 5,500 円 5,500 円

均等割のみ
課税となる人

例

問い合わせ先　税務課市民税係　　　１１８６内線

「無料」、「格安」につられて会場へ行くのは 要注意 !!
　「日用品を安くで販売しています」「無料で差し

上げます」などと言って高齢者を集め、閉め切っ

た会場で雰囲気を盛り上げ、「もらわなきゃ損」「買

わなきゃ損」というように、冷静な判断ができな

くなった状態で高額な商品（健康食品、健康器具、

磁器ネックレス、インソールなど）を契約させる

販売方法をＳＦ商法（催眠商法）といいます。

アドバイス
●会場に近づかない
●必要ないものはきっぱり断る
●契約書を受け取った日から８日間は
　クーリング・オフできる

相談・問い合わせ先　伊佐市消費生活センター　☎２３－１３３６

高齢者のみなさん高齢者のみなさん
気を付けて気を付けて
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あなたが“怖い”と思ったら、それは暴力です

その暴力に気づくことが、あなたを守る第一歩

暴力は決して許されるものではありません

◎ 相談は無料です。秘密は守られます。

配偶者や交際相手からこのようなことを受けたことはありませんか︖

　　身体的暴力 　　精神的暴力 　　経済的暴力 　　性的暴力
・・なぐられる　
・・蹴られる　
・・物を投げられる
・・突き飛ばされる
　　　　　　など

・・怒鳴られる
・・無視される
・・交友関係を監視
  される
　　　　　　など

・・生活費を渡されない
・・働かない
・・借金を重ねる
　　　　　など

・・性行為を強要される
・・避妊に協力しない
　　　　        など

悩んでいるあなたへ ～あなたは悪くありません～

あなたに暴力をふるう権利は誰も持っていません。

我慢したり、一人で悩んだり、自分を責めたりする必要はありません。

あなたを支援してくれる相談機関があります。

まず、相談してみませんか。

××　「あなたにも悪いところがあったんじゃないの」

　　「それぐらい我慢したら…」と責めてはいけません。

ＤＶに悩んでいる人が身近にいたら…

 〇 〇　相談を受け、支援する機関があることを伝えてください。

配
偶
者
等
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

鹿児島県女性相談支援センター

  ※相談員が相談をお受けします。
  ☎ 099-222-1467
　  月～水・金曜日　8:30 ～ 17:00
　  木曜日　　　　　8:30 ～ 20:00
　  日曜日　　　　　9:00 ～ 15:00

鹿児島県男女共同参画センター
（かごしま県民交流センター内）

  ※相談員が相談をお受けします。
  ☎ 099-221-6630
  ☎ 099-221-6631
　  水～日曜日・祝日　9:00 ～ 17:00
　  火曜日（休館日の翌日）　9:00 ～ 20:00

暴力（ＤＶ※）に

一人で悩まないで

伊
佐
市
の
相
談
窓
口

伊佐市役所市民課
人権啓発・市民相談係

  ※市職員が相談をお受けします。
  ☎ 23-1311（内線 1165）
  　月～金曜日　8:30 ～ 17:15

女性サロン室
（伊佐市大口上町８-13）旧安楽宅

  ☎ 090-3016-3660
  開設日時　毎月第１・第３水曜日
　　　　　  13:30 ～ 16:00
  電話相談　毎月第２・第４水曜日
　　　　　  13:30 ～ 16:00

伊佐湧水警察署

  ☎ 22-0110（24 時間いつでも）

※ＤＶ…
　 配偶者や交際相手等
　からの暴力のことです。
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日 曜日 内容

１ 土 土曜いきいき講座 （菱刈庁舎 9:00 ～ 11:50）

２ 日

３ 月

４ 火
行政相談 （こころ館 9:00 ～ 12:00）
特設人権相談 （こころ館 ・ まごし館 10:00 ～ 15:00）

５ 水
心配ごと相談 （本城校区集会施設 10:00 ～ 15:00）
女性サロン室 （大口仲町旧安楽宅 13:30 ～ 16:00）
元気アップポイント忠元 （忠元公園 18:00 ～ 20:00）

６ 木
伊佐のカフェおれん家 ［認知症カフェ］

（金波田公民館 9:30 ～ 11:30）

７ 金

８ 土 土曜授業 （各小 ・ 中学校 午前中）

９ 日

10 月

11 火
母子手帳交付 （トータルサポートセンター

9:30 ～ 11:30 予約制 ： ☎㉓ 1311）

12 水
育児相談（まごし館 10:00 ～ 12:00 受付 11:00 まで）
元気アップポイント忠元 （忠元公園 18:00 ～ 20:00）

13 木

毎月 13 日を中心に、 各小学校区では 「さわやか
あいさつ運動」 が行われます。
定例教育委員会 （菱刈庁舎 9:00 ～ 12:00）
年金相談 （こころ館 10:00 ～ 15:00

予約制 : ☎ 0995ｰ62ｰ3511）

14 金
教科書展示会 ・ 27 日まで

（菱刈環境改善センター 9:00 ～ 17:00）

15 土

16 日

17 月

18 火

19 水
女性サロン室 （大口仲町旧安楽宅 13:30 ～ 16:00）
元気アップポイント忠元 （忠元公園 18:00 ～ 20:00）

20 木
まごしでカフェ ［認知症カフェ］ （まごし温泉 13:30 ～ 15:30）
無料法律相談 （こころ館 13:30 ～ 16:30 ： ☎㉓ 1311）

21 金 里親制度説明会 （まごし館 18:00 ～ 20:00）

22 土
土曜いきいき講座 （菱刈庁舎 9:00 ～ 11:50）
ふれあいメルヘンひろば

（大口図書館臨時窓口 10:30 ～ 11:00）

23 日

24 月

25 火
南永で☆カフェ ［認知症カフェ］

（南永校区コミュニティセンター 9:30 ～ 11:30）

26 水

長寿健診・27 日まで （まごし館 7:00 ～ 9:30 受付）
母子手帳交付 （トータルサポートセンター

9:30 ～ 11:30 予約制 ： ☎㉓ 1311）
元気アップポイント忠元 （忠元公園 18:00 ～ 20:00）

27 木
伊佐のカフェおれん家 ［認知症カフェ］

（こころ館 9:30 ～ 11:30）

28 金 長寿健診・30 日まで （こころ館 7:00 ～ 9:30 受付）

29 土 親子ふれあい映画会 （いきがいセンター 10:00 ～ 11:00）

30 日

６６月月 伊佐市カレンダー伊佐市カレンダー

日 曜日 病院名 校区 電話

２ 日
松元病院 （外） 大口  ㉒ 1101

水間病院 （内） 菱刈  ㉖ 1211

９ 日
坂元内科 （内） 田中  ㉖ 0178

大口温泉ﾘﾊﾋﾞﾘ （内） 大口東  ㉒ 8888

16 日
むらたｸﾘﾆｯｸ （外） 牛尾  ㉒ 7888

寺師医院 （内） 大口  ㉒ 2634

23 日
菱刈中央医院 （外・内） 菱刈  ㉖ 0140

さわたりｸﾘﾆｯｸ （内） 大口  ㉒ 3322

30 日
日高内科 （内） 大口  ㉒ 1335

有村ｸﾘﾆｯｸ （内） 大口  ㉒ 1155

６６月月 休日在宅のお医者さん休日在宅のお医者さん

日 曜日 薬局名 校区 電話

2 日
大信薬局 みどりの里店 大口   ㉓ 0603

伊佐市民薬局 菱刈   ㉖ 3838

9 日 菱刈薬局 田中   ㉖ 5931

16 日
城田薬局 牛尾   ㉔ 2200

すみれ薬局 大口   ㉓ 0919

23 日
前目薬局 菱刈  ㉔ 1200

ふれあいの里薬局 大口   ㉓ 3605

30 日
森山薬局 大口   ㉒ 1211

マエノ薬局 大口   ㉒ 0015

６６月月 休日に開いている薬局休日に開いている薬局

広
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納期限 5 月 31 日 （金）

納税のお知らせ納税のお知らせ５月５月

税　目 期
固定資産税 １期
軽自動車税 全期

人事異動　　　　　　　　（令和６年 5 月 1 日付）

【係長級（主幹）】

氏　名　　　新所属            　（旧所属）

田之上和美　地域総務課　　　（環境政策課）

有馬洋一郎　教育委員会学校給食センター

（税務課）

※こころ館：大口元気こころ館
　まごし館：菱刈総合保健福祉センター
　いきがいセンター：菱刈ふるさといきがいセンター


